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複層化する課題への対応（イメージ） 

 

 今回の都市計画マスタープランの改定では、都市づくり方針全般に係る事項として「複層」がキ

ーワードとなっているため、各方針間の複層関係を整理する。 

 

■方針１ 高度な防災機能を備えた都市の実現（防災） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区道路網及び拠点の整備 

安全な住環境づくり 

地域の防災活動の促進 

事前復興ビジョンの検討による迅速な都市復興への備え 

復興体制の強化 

生活復興の推進 

被災後の都市づくりを支える取組み 

都市型水害対策の推進 

地 域 の

防 災 性

の向上 

被 災 後

の 復 興

都 市 づ

く り の
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整備地域の防災都市づくりの推進 

延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の機能確保 

避難する場所や道路などの安全性の強化 

多くの区民が利用する民間建築物の耐震化 

帰宅困難者対策の強化 

自立・分散型エネルギーの確保 

防災性を高めるみどりの創出 
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都市づくり方針に記載がある 
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■方針２ 人が優先された交通基盤の整備（交通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針３ ライフステージに応じた良好な住環境の形成（住環境） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市空間の質を高める道路整備 

立体横断施設などの整備 

道路・橋梁の計画的な維持管理の実施 

公共交通の利便性と快適性の向上 

自動車駐車対策の推進 
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通 機 能

な ど の

強化 

主要道路網の形成 

地区道路網の形成 

生活道路の整備 

歩行者空間の確保 

自転車対策の推進 

公共交通の整備 
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良質な戸建て住宅の誘導 

増加するマンションストックへの対応 
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市街地の更新 

きめ細やかな住環境整備の推進 

安心して住み続けられる住環境の整備 

高齢者・障害者が安心して暮らせる住環境の整備 

子育て世帯・子どもが安心して暮らせる住環境の整備 

外国人居住者の住環境の向上 
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■方針４ エネルギー効率の高い低炭素型都市への転換（低炭素） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針５ みどりの回廊に包まれた憩いの創出（みどり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続性のあるみどりの形成 

身近なみどりづくりの促進 

まちづくりと連携したみどりの創出 

公園整備によるみどりの形成 

みどりの軸の形成 

副都心と交流拠点を核としたエネルギー効率の高い都市の形成 

低炭素型都市に向けた交通環境の形成 

環境に配慮した建築物への更新によるエネルギー対策の推進 

ヒートアイランド現象の緩和 

低炭素都市づくりに向けた仕組みづくり 
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残された貴重なみどりの保全と育成 

生物が生息できるみどりの保全と創出 

みどりを核としたコミュニティの形成 
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■方針６ 個性ある美しい都市空間の形成（景観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■方針７ 文化を軸としたにぎわいと活力の強化（文化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化発信拠点の整備 

道路と鉄軌道 

芸術・文化資源を生かした観光・交流の都市づくり 

池袋副都心における文化的を軸とした回遊性の向上 

芸術・文化
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都市の魅力の

創造と発信 

文化を生かした地域産業の活性化や新たなビジネスの展開の支援 

アート・文化活動を核としたコミュニティの活性化 
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■方針８ 健康な身体を育む快適な都市環境の形成（健康） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代を担う子どもたちの健全育成に配慮した都市空間の形成 

交流拠点・生活拠点 

池袋副都心 拠点を中心とした

外に出かけたくな

る都市づくり 

心の健康を支えるコミュニティの形成 

健康で快適な住環境の形成 

身体運動など健康づくりのための空間整備 

多様な交流を育む都市環境の充実 

 

防
災 

 

景
観 

 

交
通 

 

住
環
境 

低
炭
素 

 

み
ど
り 

 
文
化 

健
康 

都市づくり方針に記載がある 

都市づくり方針に記載はないが関連がある


